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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「前立腺肥大症」又は「前立腺炎」の病名のみに対する遊離

型 PSA 比（PSA F/Ｔ比）の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 留意事項通知より、遊離型 PSA 比（PSA F/T比）は、診療及び他の検

査（前立腺特異抗原（PSA）等）の結果から前立腺癌の患者であることが

強く疑われる者に対して行った場合に限り算定できる。 

 したがって、「前立腺肥大症」又は「前立腺炎」の病名のみで「前立腺癌

疑い」がない場合の遊離型 PSA比（PSA F/T 比）の算定は認められない

と整理した。 

 


